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【事故報告、重大事故の場合の報告】

市町村 確認事項等事業者
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□「教育・保育施設等における事故防

止及び事故発生時の対応のためのガ
イドライン」等を事前に確認したか

□ガイドラインに沿って、事故発生の段

階に応じ、適切に初期対応を行ったか
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※常識的に軽度と判断される事故（骨

折を伴わない軽微な打撲、縫合処置

を必要としない切創等）を除いて、報
告が必要です。

□第１報は原則事故発生当日（遅くとも
事故発生翌日）に報告したか

□第２報は記載内容について保護者の

了解を得た後に、原則１か月以内に
行ったか

□その他指定様式の欄外の注意書を
確認したか
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※重大事故の定義は、死亡事故、治療
に要する期間が30日以上の負傷や疾

病を伴う重篤な事故、意識不明の事
故等です。

□重大事故の場合、上記第７号様式に
加えて、第７－２号様式を作成したか

□第７－２号様式は作成次第報告した
か
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